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男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ３７   男性の育児休業取得率について上昇しているのでしょうか。 

 

Ａ３７    平成２７年度における男性の育児休業取得率は、民間企業が２．６５％、 

国家公務員が５．５％、地方公務員が２．９％で、上昇傾向にあリます（A図）。 

 しかし、いずれも女性（民間企業８１．５％、国家公務員１００．３％、地 

方公務員９７．５％）と比較すると、依然として低水準にあり、男女間で大 

きな差があります。 

 男性の配偶者出産休暇取得率は、国家公務員が７３．１％（平成２７年度、 

前年度は７０．１％）、地方公務員が６４．３％（２６年度）であり、男性の 

育児参加のための休暇取得率は、国家公務員が４３．５％（２７年度、前年 

度は３６．１％）、地方公務員が２１．７％（２６年度）である。経年比較可 

能な国家公務員について見ると、いずれも前年度より増加しています。 

  （A図）男性の育児休業取得率の推移 
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出所 男女共同参画白書 内閣府 


